
那須塩原市自治会活動の促進に関する条例 

 （目的） 

第１条 この条例は、地域社会において自治会が重要な役割を担っていること

に鑑み、自治会活動の促進に関し、基本理念を定め、市民、自治会、那須塩

原市自治会長連絡協議会（以下「協議会」という。）、事業者、住宅関連事

業者及び市の役割を明らかにすることにより、市民が相互に支え合い、安心

して快適に暮らすことができる地域社会の実現に資することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

⑴ 市民 市内に居住する者をいう。 

 ⑵ 自治会 本市の一定の区域に居住する者の地縁に基づいて形成された団

体であって、協議会を構成しているものをいう。 

 ⑶ 地域住民 自治会の区域内に居住する者をいう。 

 ⑷ 事業者 市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人をいう。 

 ⑸ 住宅関連事業者 市内における住宅の建築、販売、賃貸又は管理（以下

「住宅の建築等」という。）を業として行う者（これらの代理又は媒介を

する者を含む。）をいう。 

 （基本理念） 

第３条 自治会活動の促進は、次に掲げる事項を基本理念として行うものとす

る。 

 ⑴ 市民が相互に交流を深め、協力と支え合いの精神に基づく自主的な活動

が行われるようにすること。 

 ⑵ 市民の多様な価値観及び自主性を尊重するとともに、自治会の自立性及



び個性を損なわないよう配慮すること。 

 ⑶ デジタル化や少子高齢化などに起因する生活様式の変化を的確に捉え、

社会情勢に合わせた活動が行われるようにすること。 

 ⑷ 市民、自治会、協議会、事業者、住宅関連事業者及び市の相互理解と協

働により行われること。 

 （市民の役割） 

第４条 市民は、地域社会の一員であることを認識し、自治会への加入及び自

治会活動への参加に努めるものとする。 

 （自治会の役割） 

第５条 自治会は、地域住民の自発的な自治会への加入を促進するよう努める

ものとする。 

２ 自治会は、その活動が地域住民及び事業者にとって参加しやすいものとな

るよう努めるものとする。 

３ 自治会は、自治会活動に関する情報を地域住民に積極的に提供し、その運

営について透明性の向上を図り、開かれた組織づくりに努めるものとする。 

４ 自治会は、地域を担う人材の育成に努めるものとする。 

５ 自治会は、地域が抱える課題を把握し、その解決に向けた取組の実践に努

めるものとする。 

 （協議会の役割） 

第６条 協議会は、自治会の地域課題の解決や地域活動の活性化に向けた自主

的かつ自立的な活動を推進するための環境づくりに努めるものとする。 

２ 協議会は、自治会相互の連絡調整を図るとともに、市内における自治会へ

の加入及び自治会活動への参加を促進するための取組を行うものとする。 

３ 協議会は、本市の一定の区域に居住する者の地縁に基づいて形成された団



体であって、協議会を構成していないもの（以下「自主グループ」という。）

が自治会として組織化することへの協力に努めるものとする。 

 （事業者の役割） 

第７条 事業者は、事務所又は事業所が所在する地域において行われる自治会

活動への参加及び協力に努めるものとする。 

２ 事業者は、従業員がその居住する地域の自治会に加入すること及び自治会

活動に参加することに配慮するよう努めるものとする。 

 （住宅関連事業者の役割） 

第８条 住宅関連事業者は、住宅の建築等に当たっては、当該住宅に入居しよ

うとする者に対して、当該住宅が所在する地域の自治会に関する情報を提供

し、自治会への加入を促すよう努めるものとする。 

２ 住宅関連事業者は、自治会への加入及び自治会活動への参加の促進に関す

る市の施策及び協議会の取組に協力するよう努めるものとする。 

 （市の役割） 

第９条 市は、市民の自発的な自治会への加入及び自治会活動への参加を促進

するため、積極的な広報及び啓発を行うものとする。 

２ 市は、市民が自治会を組織すること及び自主グループが自治会として組織

化することに対し、情報の提供及び助言を行うものとする。 

３ 市は、自治会及び協議会の主体的な活動を促進するために必要な支援を行

うものとする。 

４ 市は、自治会の協力を得て事業を実施する場合は、自治会の負担が過重に

ならないよう努めるものとする。 

５ 市は、職員がその居住する地域の自治会に加入すること及び自治会活動に

参加することの促進に努めるものとする。 



 （委任） 

第１０条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

   附 則 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 

 


